
  
 

一

 
 

 

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

（
電
気
事
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

「
第
五
節 

承
継
（
第
五
十
五
条
の
二
） 

 
 

目
次
中
「
第
五
節 

承
継
（
第
五
十
五
条
の
二
）
」
を 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

第
六
節 

接
続
に
要
す
る
費
用
（
第
五
十
五
条
の
三
）
」 

 

「
第
五
十
七
条
の
二
」
を
「
第
五
十
七
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
電
気
の
供
給
量
が
需
要
量
を
超
え
る
場
合
の
措
置
等
） 

 

第
二
十
六
条
の
二 

一
般
電
気
事
業
者
及
び
特
定
電
気
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
般
電
気
事
業
者
等
」と
い
う
。
）

は
、
当
該
一
般
電
気
事
業
者
等
の
電
気
の
供
給
量
が
そ
の
需
要
量
を
上
回
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一 

当
該
一
般
電
気
事
業
者
等
が
所
有
す
る
発
電
設
備
（
太
陽
光
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
太

陽
光
発
電
設
備
」
と
い
う
。
）
、
風
力
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
風
力
発
電
設
備
」
と
い



 

  
 

二

う
。
）
、
原
子
力
発
電
設
備
、
水
力
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備
（
揚
水
式
発
電
設
備
を
除
く
。
）
及
び
地
熱
を
電
気
に

変
換
す
る
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
一
般
電
気
事
業
者
等
が
調
達
し
て
い
る
電
気
の

発
電
設
備
の
出
力
の
抑
制
（
安
定
供
給
上
支
障
が
あ
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
限
度
ま
で
行
わ
れ
る
出

力
の
抑
制
を
い
う
。
）
並
び
に
水
力
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備
（
揚
水
式
発
電
設
備
に
限
る
。
）
の
揚
水
運
転 

 
 

二 

当
該
上
回
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
量
の
電
気
の
取
引
の
申
込
み 

 

２ 

一
般
電
気
事
業
者
等
は
、
前
項
の
措
置
を
講
じ
た
と
し
て
も
な
お
当
該
一
般
電
気
事
業
者
等
の
電
気
の
供
給
量
が
そ
の

需
要
量
を
上
回
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
一
般
電
気
事
業
者
等
が
用
い
る
太
陽
光
発
電
設
備
及
び
風
力
発
電

設
備
の
出
力
の
抑
制
を
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
一
般
電
気
事
業
者
等
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
変
電
用
、
送

電
用
又
は
配
電
用
の
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接
続
す
る
太
陽
光
発
電
設
備
又
は
風
力
発
電
設
備
で
あ
つ
て
そ
の
出
力
が

五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
を
用
い
て
電
気
を
供
給
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
電
気
供
給
者
」
と
い
う
。
）

に
対
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
太
陽
光
発
電
設
備
又
は
風
力
発
電
設
備
の
出
力
の
抑
制
を
指

示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
電
気
事
業
者
等
は
、
当
該
指
示
を
し
た
後
遅
滞
な
く
、
当
該
特
定

電
気
供
給
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



  
 

三

 
 

一 

当
該
指
示
を
行
う
前
に
前
項
の
措
置
を
講
じ
た
こ
と
。 

 
 

二 

前
項
の
措
置
を
講
じ
て
も
な
お
当
該
一
般
電
気
事
業
者
等
の
電
気
の
供
給
量
が
そ
の
需
要
量
を
上
回
る
と
見
込
ん
だ

合
理
的
な
理
由 

 
 

三 

当
該
指
示
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
。 

 

３ 

特
定
電
気
供
給
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
た
出
力
の
抑
制
に
よ
り
生
じ
た
損
害
（
年
間
三
十
日
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
当
該
抑
制
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
間
三
十
日
を
超
え
て
出
力
の
抑
制
を
行
わ
な
け
れ
ば
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
種

類
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電
気
を
追
加
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
一
般
電
気
事
業
者
等
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
一
般
電
気
事
業
者
等
が
、
年
間
三
十
日
を
超
え
て
出
力
の
抑

制
を
行
わ
な
け
れ
ば
追
加
的
に
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
よ
つ
て
発
電
さ
れ
た
電
気
を
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
つ
た
後
に
、
特
定
電
気
供
給
者
（
当
該
受
入
れ
が
で
き
な
く
な
つ
た
後
に
当
該
一
般
電
気
事
業
者
等
が
そ



 

  
 

四

の
事
業
の
用
に
供
す
る
変
電
用
、
送
電
用
又
は
配
電
用
の
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接
続
し
た
太
陽
光
発
電
設
備
又
は
風

力
発
電
設
備
を
用
い
て
電
気
を
供
給
す
る
特
定
電
気
供
給
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
指
示
を
行
う
と
き
は
、
当
該
特
定
電
気
供
給
者
は
、
当
該
指
示
に
従
つ
た
出
力
の
抑
制
に
よ
り
生
じ
た
損

害
に
つ
い
て
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

５ 

一
般
電
気
事
業
者
等
は
、
特
定
電
気
供
給
者
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
特
定
電
気
供

給
者
の
用
い
る
太
陽
光
発
電
設
備
又
は
風
力
発
電
設
備
と
当
該
一
般
電
気
事
業
者
等
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
変
電
用
、

送
電
用
又
は
配
電
用
の
電
気
工
作
物
と
の
電
気
的
な
接
続
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
三
編
第
二
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 
 

第
六
節 

接
続
に
要
す
る
費
用 

 

第
五
十
五
条
の
三 

事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
の
う
ち
発
電
設
備
を
用
い
て
電
気
を
供
給
し
よ
う
と
す
る
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
用
電
気
供
給
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
発
電
設
備
と
電
気
事
業
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供

す
る
変
電
用
、
送
電
用
又
は
配
電
用
の
電
気
工
作
物
と
を
電
気
的
に
接
続
す
る
と
き
は
、
当
該
接
続
に
必
要
な
費
用
で
あ

つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



  
 

五

 
２ 

事
業
用
電
気
供
給
者
は
、
前
項
の
費
用
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
事
業
用
電
気
供

給
者
と
共
同
し
て
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

電
気
事
業
者
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
用
電
気
供
給
者
が
負
担
す
る
第
一
項
の
費
用
の
額
の
算
定
に

当
た
つ
て
は
、
経
済
的
合
理
性
を
有
す
る
額
と
な
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
三
編
第
三
章
中
第
五
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
接
続
に
要
す
る
費
用
） 

 

第
五
十
七
条
の
三 

一
般
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
の
う
ち
発
電
設
備
を
用
い
て
電
気
を
供
給
し
よ
う
と
す
る
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
般
用
電
気
供
給
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
発
電
設
備
と
電
気
事
業
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供

す
る
変
電
用
、
送
電
用
又
は
配
電
用
の
電
気
工
作
物
と
を
電
気
的
に
接
続
す
る
と
き
は
、
当
該
接
続
に
必
要
な
費
用
で
あ

つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

一
般
用
電
気
供
給
者
は
、
前
項
の
費
用
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
一
般
用
電
気
供

給
者
と
共
同
し
て
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

電
気
事
業
者
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
用
電
気
供
給
者
が
負
担
す
る
第
一
項
の
費
用
の
額
の
算
定
に



 

  
 

六

当
た
つ
て
は
、
経
済
的
合
理
性
を
有
す
る
額
と
な
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
、
「
い
う
。
」
の
下
に
「
次
条
第
一
項
及
び
」
を
加
え
、
同
項

第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二 

当
該
接
続
の
請
求
に
応
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
電
気
事
業
者
が
所
有
す
る
発
電
設
備
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
を
除
く
。
）
と
当
該
電
気
事
業
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
変
電
用
、
送
電
用
又
は
配
電
用
の
電
気
工
作
物

と
の
電
気
的
な
接
続
を
電
気
の
安
定
供
給
上
支
障
が
あ
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
限
度
ま
で
停
止
し
た

と
し
て
も
な
お
当
該
電
気
工
作
物
に
送
電
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
気
の
容
量
を
超
え
た
電
気
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
と

な
る
こ
と
が
合
理
的
に
見
込
ま
れ
る
と
き
。 

 
 

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 



  
 

七

 
 

（
接
続
検
討
等
） 

 

第
五
条
の
二 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
て
発
電
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
次
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
も
の
（
特
定
供
給
者
を
含
む
。
）
は
、
電
気
事
業
者
に
対
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
認
定
発
電
設
備
を
含
む
。
）
と
当
該
電
気
事
業
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る

変
電
用
、
送
電
用
又
は
配
電
用
の
電
気
工
作
物
と
を
電
気
的
に
接
続
す
る
こ
と
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
系
統
接
続
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
技
術
的
な
検
討
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
接
続
検
討
」
と
い
う
。
）
を
申
し
込
む
も
の
と
す

る
。 

 

２ 

電
気
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
接

続
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

電
気
事
業
者
は
、
接
続
検
討
の
結
果
、
当
該
接
続
検
討
に
係
る
系
統
接
続
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
し
、
当
該
系
統
接
続
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
又

は
当
該
申
込
み
の
あ
っ
た
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
以
内
に
接
続
検
討
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
込

ま
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
広
域
的
運
営
推
進
機
関
に



 

  
 

八

報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
者
に
対
し
当
該
報
告
を
し
た
旨
及
び
そ
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 
広
域
的
運
営
推
進
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
報
告
に
係
る
系
統
接
続
に
つ
い
て
、

送
配
電
等
業
務
指
針
（
電
気
事
業
法
第
二
十
八
条
の
四
十
第
三
号
に
規
定
す
る
送
配
電
等
業
務
指
針
を
い
う
。
）
に
照
ら

し
、
か
つ
、
広
域
的
な
周
波
数
の
調
整
及
び
連
系
線
（
一
般
電
気
事
業
者
の
供
給
区
域
と
他
の
一
般
電
気
事
業
者
の
供
給

区
域
と
を
連
系
す
る
送
電
設
備
を
い
う
。
）
の
活
用
を
考
慮
し
て
、
確
認
又
は
検
証
を
行
い
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
当
該
報
告
を
し
た
電
気
事
業
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

広
域
的
運
営
推
進
機
関
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
電
気
事

業
者
に
改
め
て
接
続
検
討
を
行
う
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

５ 

広
域
的
運
営
推
進
機
関
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
確
認
又
は
検
証
の
結
果
当
該
確
認
又
は
検
証
に
係
る
系
統

接
続
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
旨
又
は
当
該
系
統
接
続
に
係
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
の
あ
っ
た
日
か
ら
第
三
項

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
以
内
に
接
続
検
討
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と

認
め
る
旨
を
通
知
す
る
場
合
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
電
気
事
業
者
は
、
当
該
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



  
 

九

 
６ 

電
気
事
業
者
は
、
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

改
め
て
接
続
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
（
同
項
の
確
認
又
は
検
証
の
結
果
を
含
む
。
）
を
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み

を
し
た
者
に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

７ 

電
気
事
業
者
及
び
広
域
的
運
営
推
進
機
関
は
、
接
続
検
討
又
は
第
四
項
の
確
認
若
し
く
は
検
証
の
実
施
状
況
、
電
力
系

統
の
運
用
状
況
（
他
の
電
気
事
業
者
の
電
力
系
統
と
電
気
的
に
接
続
す
る
電
力
系
統
の
運
用
状
況
を
含
む
。
）
そ
の
他
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
の
次
に
二
款
及
び
款
名
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
八
条
の
四
中
「
よ
り
、
」
の
下
に
「
電
気
の
安

定
供
給
の
確
保
を
図
り
、
及
び
電
気
に
つ
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
電
気
事
業
者
に
よ
る

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
い

う
。
）
の
利
用
の
促
進
に
資
す
る
た
め
の
広
域
的
な
電
気
の
需
給
の
調
整
そ
の
他
の
」
を
加
え
、
第
二
十
八
条
の
四
十
第
三

号
中
「
及
び
卸
電
気
事
業
者
」
を
「
、
卸
電
気
事
業
者
及
び
特
定
電
気
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
か
ら
の
」
の



 

  
 

一
〇

下
に
「
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
費
用
そ
の
他
に
関
す
る
」
を
加
え
る
。 

 
 

 
附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
次
条
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第

五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
電
気
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
の
促
進
） 

第
二
条 

政
府
は
、
電
気
に
つ
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
い
う
。
）
の
利
用

の
一
層
の
促
進
を
図
る
た
め
、
電
気
事
業
を
営
む
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
送
電

の
用
に
供
す
る
電
線
路
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
設
備
の
施
設
又
は
増
強
、
揚
水
式
発
電
設
備
の
施
設
又
は
活
用
、
蓄
電
池
の

普
及
の
促
進
等
に
対
す
る
支
援
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
検
討
） 

第
三
条 

政
府
は
、
電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
電
気
事
業
に
係
る
制
度
の
抜
本



  
 

一
一

的
な
改
革
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
、
電
気
供
給
事
業
者
及
び
電
気
の
小
売
業
を
営
む
者
が
、
実
際
の
電
気
の
需
給
の
時
に
で

き
る
限
り
近
い
時
ま
で
、
発
電
又
は
電
気
の
小
売
に
係
る
需
給
量
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
気
の
売
買
取
引
に
係
る
制

度
の
整
備
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
） 

第
四
条 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。 

 

（
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
第
五
款 

承
継
（
第 

 
 

第
一
条
の
う
ち
電
気
事
業
法
目
次
の
改
正
規
定
中
「
第
五
款 

承
継
（
第
五
十
五
条
の
二
）
」
を 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
六
款 

接
続
に
要 

 

五
十
五
条
の
二
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

に
、
「
第
五
十
七
条
の
二
」
を
「
第
五
十
七
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 

す
る
費
用
（
第
五
十
五
条
の
三
）
」 

 
 

第
一
条
の
う
ち
電
気
事
業
法
第
一
編
及
び
第
二
編
の
編
名
、
同
編
第
一
章
及
び
第
二
章
の
章
名
、
同
章
第
一
節
及
び
第
二

節
の
節
名
、
同
節
第
二
款
の
款
名
、
同
章
第
三
節
の
節
名
、
同
編
第
三
章
の
章
名
、
第
三
編
の
編
名
、
同
編
第
一
章
及
び
第



 

  
 

一
二

二
章
の
章
名
、
同
章
第
一
節
か
ら
第
五
節
ま
で
の
節
名
、
同
編
第
三
章
の
章
名
、
第
四
編
及
び
第
五
編
の
編
名
、
同
編
第
一

章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
章
名
並
び
に
第
六
編
及
び
第
七
編
の
編
名
を
削
る
改
正
規
定
中
「
第
五
節
」
を
「
第
六
節
」
に
改
め

る
。 

 
 

第
一
条
中
電
気
事
業
法
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
一
般
電
気
事
業
者
及
び
特
定
電
気
事
業
者
」
を
「
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配

電
事
業
者
」
に
、
「
一
般
電
気
事
業
者
等
」
を
「
一
般
送
配
電
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五

項
中
「
一
般
電
気
事
業
者
等
」
を
「
一
般
送
配
電
事
業
者
等
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
一
条
の
う
ち
電
気
事
業
法
第
二
十
八
条
の
四
十
第
三
号
の
改
正
規
定
中
「
送
電
事
業
者
」
に
」
の
下
に
「
、
「
特
定
電

気
事
業
者
」
を
「
特
定
送
配
電
事
業
者
」
に
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
一
条
中
電
気
事
業
法
第
五
十
五
条
の
次
に
款
名
を
付
す
る
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

第
五
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
款
名
を
付
す
る
。 

 
 

 
 
 
 
 

第
六
款 

接
続
に
要
す
る
費
用 

 
 

 

第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
中
「
電
気
事
業
者
」
を
「
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
又
は
特
定
送
配
電
事
業
者
」



  
 

一
三

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
電
気
事
業
者
」
を
「
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
」
に
改

め
る
。 

 
 

第
一
条
の
う
ち
電
気
事
業
法
第
五
十
五
条
の
二
の
次
に
節
名
を
付
す
る
改
正
規
定
中
「
第
五
十
五
条
の
二
」
を
「
第
五
十

五
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
一
条
中
電
気
事
業
法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
電
気
事
業
者
」
を
「
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
又
は
特
定
送
配
電
事
業
者
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
電
気
事
業
者
」
を
「
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
」
に
改

め
る
。 

 
 

第
一
条
の
う
ち
電
気
事
業
法
第
五
十
七
条
の
二
の
次
に
章
名
を
付
す
る
改
正
規
定
中
「
第
五
十
七
条
の
二
」
を
「
第
五
十

七
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
条
の
う
ち
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
の
改
正

規
定
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
三
条
中
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
に
一
項
を
加
え
る
改



 

  
 

一
四

正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
第
五
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
電
気
事
業
者
」
を
「
一
般
送
配
電
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
一
般
電
気
事
業
者
」
を
「
一
般
送
配
電
事
業
者
」
に
、
「
電
気
事
業
者
」
を
「
一
般
送
配
電
事
業
者
等
」
に
改

め
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
電
気
事
業
者
」
を
「
一
般
送
配
電
事
業
者
等
」
に
改
め
る
。 

 
 



  
 

一
五

 
 

 
 
 

理 

由 

 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
と
電
気
事
業
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物
と
の
電
気
的
な
接
続
が
円
滑
に

行
わ
れ
て
い
な
い
等
の
状
況
に
鑑
み
、
電
気
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
の
一
層
の
促
進
を

図
る
た
め
、
電
気
の
供
給
量
が
需
要
量
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
た
電
気
の
供
給
を

優
先
す
る
た
め
の
措
置
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
電
気
事
業
者
が
特
定
供
給
者
か
ら
の
接
続
の
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で

き
る
事
由
と
し
て
、
自
ら
所
有
す
る
発
電
設
備
の
系
統
接
続
を
停
止
し
て
も
な
お
電
気
の
容
量
を
超
え
た
電
気
の
供
給
を
受
け

る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
追
加
し
、
接
続
検
討
に
係
る
広
域
的
運
営
推
進
機
関
に
よ
る
確
認
又
は
検
証
等
の
手
続
を
整
備
す

る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


